
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

  

  

 

令和４年度答申第１９号

令和４年６月２９日

諮問番号 令和４年度諮問第２１号（令和４年６月８日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律２９条１項に基づく入院措

置に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、Ａ知事（以下「処分庁」という。）が、審査請求人Ｘ（以下「審査

請求人」という。）に対し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉法」という。）２９条１項の規定

に基づく入院措置の処分（以下「本件処分」という。）を続けていることから、

審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 警察官の通報

精神保健福祉法２３条は、警察官は、職務を執行するに当たり、異常な

挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は

他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、

その旨を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない

と規定している。
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⑵ 指定医の診察等

ア 精神保健福祉法２７条１項は、都道府県知事は、上記⑴による通報の

あった者について、調査（以下「事前調査」という。）の上、必要があ

ると認めるときは、その指定する指定医（精神保健福祉法１８条１項の

規定により指定された精神保健指定医をいう。以下同じ。）にその者の

診察をさせなければならないと規定し、精神保健福祉法２７条３項は、

都道府県知事は、その診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせな

ければならないと規定している。

イ 平成１２年３月３１日付け障第２４３号厚生省大臣官房障害保健福祉

部長通知「精神障害者の移送に関する事務処理基準について」の別紙

「精神障害者の移送に関する事務処理基準」（以下「本件移送基準」と

いう。）は、事前調査及び指定医の診察のための移送について、次のよ

うに定めている。 

(ｱ) 都道府県知事は、指定医の診察を受けさせる必要があると判断した場

合には、当該職員を速やかに事前調査の対象者の居宅等本人の現在場

所に派遣することとし、派遣された都道府県職員は、事前調査の対象

者の居宅等本人の現在場所に出向いたときは、速やかに指定医の診察

の必要性を判断するための事前調査を行い、状況を把握するものとす

る（第１の２の⑴及び⑶）。 

(ｲ) 都道府県職員は、事前調査を行ったときは、「措置入院のための移送

に関する事前調査及び移送記録票」（様式１）の事前調査票に記録す

るものとする（第１の２の⑸）。 

(ｳ) 派遣された都道府県職員は、移送の対象者を実際に搬送（車両等を用

いて移動させることをいう。）する以前に、書面（「移送に際しての

お知らせ」（様式５））により、移送の対象者に対し、「措置入院が

必要であるかどうかを判定するために」移送する旨などを告知するも

のとする（第１の３の⑵及び第３の４）。 

(ｴ) 都道府県職員は、移送を行ったときは、「措置入院のための移送に関

する事前調査及び移送記録票」（様式１）の移送記録票に記録するも

のとする（第１の３の⑶）。 

(ｵ) 移送は、都道府県知事の責務として行われることから、移送に当たっ

ては、都道府県職員が移送の対象者に同行するものとする（第１の３

の⑸）。
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ウ 平成１２年３月３０日付け障精第２２号厚生省大臣官房障害保健福祉

部精神保健福祉課長通知「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面

及び入退院の届出等について」（以下「本件様式通知」という。）は、

上記アの指定医の診察をするに当たっては、「措置入院に関する診断書」

（様式２１）に記入をするものとすると定めている（記４）。 

⑶ 判定の基準

精神保健福祉法２８条の２は、上記⑵のアの診察をした指定医は、厚生

労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、か

つ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を

傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければ

ならないと規定している。

これを受けて制定された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

２８条の２の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」（昭和６３年厚生

省告示第１２５号。以下「本件判定基準」という。）は、上記の「判定は、

診察を実施した者について、入院させなければその精神障害のために、次

の表に示した病状又は状態像により、自殺企図等、自己の生命、身体を害

する行為（以下「自傷行為」という。）又は殺人、傷害、暴行、性的問題

行動、侮辱、器物破損、強盗、恐喝、窃盗、詐欺、放火、弄火等他の者の

生命、身体、貞操、名誉、財産等又は社会的法益等に害を及ぼす行為（以

下「他害行為」といい、原則として刑罰法令に触れる程度の行為をいう。）

を引き起こすおそれがあると認めた場合に行う」ものとし（第１の１）、

「自傷行為又は他害行為のおそれの認定に当たっては、当該者の既往歴、

現病歴及びこれらに関連する事実行為等を考慮する」ものとする（第１の

２）と定めている。 

⑷ 都道府県知事による入院措置

精神保健福祉法２９条１項は、都道府県知事は、上記⑵のアの診察の結

果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため

に入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及

ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又

は指定病院に入院させることができると規定し、同条２項は、前項の場合

において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上

の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護

のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に
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害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が

一致した場合でなければならないと規定し、同条３項は、都道府県知事は、

同条１項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者に

対し、当該入院措置を採る旨、精神保健福祉法３８条の４の規定による退

院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ

なければならないと規定している。

これを受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭

和２５年厚生省令第３１号。以下「精神保健福祉法施行規則」という。）

６条は、上記の「厚生労働省令で定める事項」は精神保健福祉法３６条に

規定する行動の制限に関する事項とすると規定している。 

⑸ 入院措置の解除

精神保健福祉法２９条の４第１項は、都道府県知事は、上記⑷により入

院した者（以下「措置入院者」という。）が、入院を継続しなくてもその

精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認め

られるに至ったときは、直ちに、その者を退院させなければならず、この

場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている

精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとすると規定し、同条

２項は、前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、そ

の者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人

に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定

医の診察の結果に基づく場合でなければならないと規定している。 

⑹ 精神科病院における処遇（行動制限）

精神保健福祉法３６条１項は、精神科病院の管理者は、入院中の者につ

き、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動につ

いて必要な制限を行うことができると規定し、同条３項は、同条１項の規

定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の

意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認

める場合でなければ行うことができないと規定している。 

⑺ 定期病状報告

精神保健福祉法３８条の２第１項前段は、措置入院者を入院させている

精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省

令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄り

の保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならないと規定し、同項
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後段は、同項前段の場合においては、上記の事項のうち厚生労働省令で定

める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければな

らないと規定している。

これを受けて、精神保健福祉法施行規則１９条１項は、精神保健福祉法

３８条の２第１項前段の「厚生労働省令で定める事項」は、病名及び過去

６か月間（入院年月日から起算して６か月を経過するまでの間は、過去３

か月間）の病状又は状態像の経過の概要、処遇に関する事項、生活歴及び

現病歴、今後の治療方針等とすると規定し、精神保健福祉法施行規則１９

条２項は、精神保健福祉法３８条の２第１項後段の「厚生労働省令で定め

る事項」は、症状、病名及び過去６か月間（入院年月日から起算して６か

月を経過するまでの間は、過去３か月間）の病状又は状態像の経過の概要、

生活歴及び現病歴並びに今後の治療方針とすると規定している。また、精

神保健福祉法施行規則１９条３項は、精神保健福祉法３８条の２第１項前

段の規定による報告（以下「定期病状報告」という。）は、上記⑷による

入院措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の６か月ご

との各月（ただし、入院年月日から起算して６か月を経過するまでの間は、

３か月ごとの各月）に行わなければならないと規定している。

そして、本件様式通知は、定期病状報告は「措置入院者の定期病状報告

書」（様式１８）によるものとすると定めている（記３の⑴）。 

⑻ 定期病状報告による審査

ア 精神保健福祉法３８条の３第１項は、都道府県知事は、定期病状報告

があったときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令

で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者について、そ

の入院の必要があるかどうかに関し、審査を求めなければならないと規

定し、同条２項は、精神医療審査会は、前項の規定により審査を求めら

れたときは、当該審査に係る入院中の者について、その入院の必要があ

るかどうかに関し、審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなけ

ればならないと規定している。

これを受けて、精神保健福祉法施行規則２１条１項は、上記の「厚生労

働省令で定める事項」は精神保健福祉法施行規則１９条１項に掲げる事項

（病名及び過去６か月間（入院年月日から起算して６か月を経過するまで

の間は、過去３か月間）の病状又は状態像の経過の概要、処遇に関する事

項、生活歴及び現病歴、今後の治療方針等）とすると規定している。
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イ 精神保健福祉法３８条の３第３項は、精神医療審査会は、アの審査を

するに当たって必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者

に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員（指定医である

者に限る。）に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理

者その他関係者に対して報告若しくは意見を求め、診療録その他の帳簿

書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができると規定

している。

ウ 精神保健福祉法３８条の３第４項は、都道府県知事は、アにより通知

された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと

認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院

させることを命じなければならないと規定している。 

⑼ 退院等の請求

ア 精神保健福祉法３８条の４は、精神科病院に入院中の者又はその家族

等は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該

入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院

させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を

採ることを命じることを求めることができると規定している（以下この

規定による求めを「退院等の請求」という。）。

これを受けて、精神保健福祉法施行規則２２条は、退院等の請求は、患

者の氏名、住所及び生年月日、患者が入院している精神科病院の名称、請

求の趣旨及び理由等に関し、申立てをすることにより、行うものとすると

規定している。

イ 精神保健福祉法３８条の５第１項は、都道府県知事は、退院等の請求

を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求

に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか又はその処

遇が適当であるかどうかに関し、審査を求めなければならないと規定し

ている。

ウ 精神保健福祉法３８条の５第２項は、精神医療審査会は、上記イの審

査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要が

あるかどうか又はその処遇が適当であるかどうかに関し、審査を行い、

その結果を都道府県知事に通知しなければならないと規定している。

エ 精神保健福祉法３８条の５第５項は、都道府県知事は、上記ウにより

通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でな
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いと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に対しその

者を退院させること若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を

採ることを命じなければならないと規定している。

オ 精神保健福祉法３８条の５第６項は、都道府県知事は、退院等の請求

をした者に対し、当該請求に係る精神医療審査会の審査の結果及びこれ

に基づき採った措置を通知しなければならないと規定している。 

⑽ 報告徴収等

精神保健福祉法３８条の６第１項は、厚生労働大臣又は都道府県知事は、

必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院

に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録そ

の他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定す

る指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他

の帳簿書類を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関

係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当

該精神科病院に入院中の者を診察させることができると規定している。

これを受けて、平成１０年３月３日付け障第１１３号・健政発第２３２

号・医薬発第１７６号・社援第４９１号厚生省大臣官房障害保健福祉部長

・厚生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知

「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」（以下「本件連名通知」

という。）は、措置入院者については、入院後おおむね３か月を経過した

ときに、指定医による診察（以下「実地診察」という。）を行うこととす

ると定めている（記２の⑴のカ）。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ Ｂ警察署長は、令和３年１１月８日、審査請求人と近隣住民との間にお

けるトラブル発生との１１０番通報を受けて、警察官を現場に臨場させ、

審査請求人及び近隣住民から事情を聴取させたところ、審査請求人は、被

害妄想により棒を持って近隣住民に迫るなど他害行為に及んでいることか

ら、精神障害の疑いがあると認め、Ｃ保健所を経由して、処分庁に対し、

精神保健福祉法２３条の規定に基づく通報をした。

（保護通報書） 

⑵ 処分庁は、上記⑴の通報を受けて、令和３年１１月８日、精神保健福祉

法２７条１項の規定及び本件移送基準の定め（第１の２の⑴）に基づき、
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調査員（Dセンターの保健師）を審査請求人の自宅に派遣し、事前調査をさ

せたところ、審査請求人は、本日の出来事について、「警察を呼ばれるよ

うなことは何もしていない」と否認し、笑顔になったり、目つきを鋭くし

たりと、表情が次々と移り変わり不安定で、感情の波も見られるほか、被

害妄想発言を繰り返し、「嫌がらせを受けることで鬱々とし、死にたいと

思う」、「隣家の住民を殺したいと常に思っている」などと話したことか

ら、調査員は、審査請求人は精神状態の悪化により突発的な自傷他害行為

を行うおそれがあると判断し、「措置入院に関する診察が必要」と判定し

た。

（調査書、「措置入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票」の事

前調査票） 

⑶ 処分庁は、上記⑵の事前調査の結果を受けて、審査請求人について精神

保健福祉法２７条１項の規定に基づく診察が必要であると認め、本件移送

基準の定め（第１の３の⑵及び第３の４）に基づき、審査請求人に対し、

当該診察をＥ病院（以下「本件病院」という。）で行うために移送する旨

を通知した上で、令和３年１１月９日、審査請求人を自宅から本件病院に

移送し、その指定する指定医二人に診察をさせたところ、二人の診察の結

果は、「要措置」で一致した。

なお、上記移送には、本件移送基準の定め（第１の３の⑸）に基づき、

Ｆ課の職員二人が同行し、上記診察にも、精神保健福祉法２７条３項の規

定に基づき、当該職員二人が立ち会った。

（「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者又はその疑

いのある者の診察について（通知）」と題する書面、「移送に際してのお知

らせ」と題する書面、「措置入院のための移送に関する事前調査及び移送記

録票」の移送記録票、二人の指定医による各「措置入院に関する診断書」） 

⑷ 処分庁は、上記⑶のとおり、指定医二人の診察の結果が一致したことか

ら、令和３年１１月９日、精神保健福祉法２９条１項及び２項の規定に基

づき、審査請求人を本件病院に入院させる決定（以下「本件入院決定」と

いう。）をし、同条３項の規定に基づき、審査請求人に対し、入院措置を

採る旨、精神保健福祉法３８条の４の規定による退院等の請求に関するこ

と及び精神保健福祉法３６条に規定する行動の制限に関する事項を書面で

知らせた上で、審査請求人を本件病院に入院させた。以後、処分庁は、審

査請求人に対し、精神保健福祉法２９条１項の規定に基づく入院措置の処
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分（本件処分）を本件病院において継続している。

（「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院措置について

（通知）」と題する書面、「措置入院決定のお知らせ」と題する書面、診療

録及び看護記録） 

⑸ 審査請求人は、令和３年１１月２２日、精神保健福祉法３８条の４の規

定に基づき、処分庁に対し、退院等の請求をした。

（「相手の嘘の１１０番通報で」で始まる書面（以下「退院の請求書」とい

う。）） 

⑹ 上記⑸の退院等の請求を受けて、処分庁が、精神保健福祉法３８条の５

第１項の規定に基づき、Ｇ精神医療審査会（以下「本件精神医療審査会」

という。）に対し、審査を求めたところ、本件精神医療審査会は、令和３

年１２月１０日、審査請求人に対する面接をした上で、同月２２日、審査

を行った。その結果は「引き続き現在の入院形態での入院が適当と認めら

れます。」であり、その理由は「あなたの病状はやや改善されていますが、

まだ、不十分で、入院治療を受ける必要があると認めます。引き続き、現

在の入院形態で主治医の指示に従い入院治療に専念してください。」であ

った。

処分庁は、令和３年１２月２３日付けで、精神保健福祉法３８条の５第

６項の規定に基づき、審査請求人に対し、上記審査の結果を通知した。

（令和４年６月１７日付けの審査庁の事務連絡、診療録及び看護記録、「退

院の請求に係る審査結果について（通知）」と題する書面） 

⑺ 審査請求人は、令和３年１２月２１日、処分庁を経由して、審査庁に対

し、本件処分が継続していることを不服として本件審査請求をした。

（審査請求書） 

⑻ 本件病院の管理者は、令和４年２月９日付けで、精神保健福祉法３８条

の２第１項の規定に基づき、処分庁に対し、審査請求人に係る初回の定期

病状報告（その報告に係る診察日：同年１月２５日）をした。

（措置入院者の定期病状報告書（令和４年２月９日付け）） 

⑼ 処分庁は、令和４年３月１日、精神保健福祉法３８条の６第１項の規定

及び本件連名通知の定め（記２の⑴のカ）に基づき、本件病院において、

その指定する指定医に審査請求人に対する入院後３か月診察（実地診察）

をさせたところ、その結果は、「引き続き現在の入院形態での入院が必要

と認める。」との判定であった。
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（「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院者の実地診察

の結果について（通知）」と題する書面、精神科病院在院患者実地審査票） 

⑽ 上記⑻の審査請求人に係る初回の定期病状報告を受けて、処分庁が、精

神保健福祉法３８条の３第１項の規定に基づき、本件精神医療審査会に対

し、審査を求めたところ、その結果による意見（令和４年３月２３日付け）

は、「現在の入院形態での入院が適当と認められる」であった。

本件精神医療審査会は、令和４年３月２３日付けで、精神保健福祉法３

８条の３第１項の規定に基づき、処分庁に対し、上記審査の結果を通知し

た。

（「定期病報告等の退院等の請求による審査結果について（通知）（令和４

年３月分）」と題する書面、令和４年３月分精神医療審査会審査票） 

⑾ 本件病院の管理者は、令和４年５月９日付けで、精神保健福祉法３８条

の２第１項の規定に基づき、処分庁に対し、審査請求人に係る２回目の定

期病状報告（その報告に係る診察日：同年４月２６日）をした。

（措置入院者の定期病状報告書（令和４年５月９日付け）） 

⑿ 審査庁は、令和４年６月８日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書） 

⒀ 当審査会は、令和４年６月１３日、審査庁に対し、審査請求人の病状に

関する資料（本件病院への入院後のもの）として、①退院等の請求及びそ

の請求についての本件精神医療審査会の審査の結果、②初回の定期病状報

告、③２回目の定期病状報告並びに④診療録及び看護記録（令和４年３月

１６日以降の分）を追加提出するとともに、これらの資料を検討した結果

に基づき、本件諮問の時点において審査請求人の入院を継続していること

の適法性及び妥当性についての審査庁の判断を補充するよう求めた。

（令和４年６月１３日付けの当審査会の事務連絡） 

⒁ 審査庁は、令和４年６月１７日及び同月２２日、上記⒀の求めに応じて、

当審査会に対し、①退院の請求書（上記⑸）及び「退院の請求に係る審査結

果について（通知）」と題する書面（上記⑹）、②初回の定期病状報告に係

る「措置入院者の定期病状報告書」（令和４年２月９日付け、上記⑻）、③

２回目の定期病状報告に係る「措置入院者の定期病状報告書」（同年５月９

日付け、上記⑾））並びに④診療録及び看護記録（同年３月１６日から同年

６月８日（本件諮問日）までの分）を提出し、これらの資料によれば、審査
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請求人は本件諮問の時点においても入院の必要な状態が続いているから、本

件審査請求は棄却すべきであるとの考え（上記⑿）は維持すると述べて、諮

問説明書における審査庁の判断を補充した。

（令和４年６月１７日付け及び同月２２日付けの審査庁の事務連絡）

３ 審査請求人の主張 

⑴ 近隣住民のうその１１０番通報による間違った理由で本件処分を受けた

のは、大変不服である。出来事が真実と全く違う。 

⑵ したがって、本件処分の取消し（処分庁に対し審査請求人を退院させる

ことを命ずること）を求める。

第２ 審査庁の諮問に係る判断

１ 諮問説明書 

⑴ 処分庁から提出された関係記録によれば、令和３年１１月８日、処分庁

は、Ｂ警察署長からの通報を受理し、同日にした精神保健福祉法２７条１

項に基づく事前調査の結果を踏まえ、同月９日、その指定する二人の指定

医に審査請求人の診察をさせ、本件判定基準に基づく判定をさせたところ、

審査請求人は精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させな

ければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが

あることについて、二人の指定医の診察の結果が一致したことから、精神

保健福祉法２９条１項の規定に基づき、同日付けで本件入院決定をし、審

査請求人を本件病院に入院させたことが認められる。 

⑵ 審査請求人の診療録及び看護記録によれば、本件処分の開始時から処分

庁による弁明書（令和４年２月２８日付け）の提出時までの間に、主治医

及び指定医並びに病院職員による頻回の診察が行われているところ、審査

請求人について、精神保健福祉法２９条の４第１項に規定する「入院を継

続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすお

それがないと認められるに至った」事実は認められず、その他の処遇等に

ついても違法又は不当な点は認められない。 

⑶ 処分庁は、令和４年３月１日、本件病院において、その指定する指定医

に審査請求人に対する入院後３か月診察（実地診察）をさせたところ、

「引き続き現在の入院形態での入院が必要と認める」という結果が得られ

ている。 

⑷ 本件病院の管理者が処分庁に提出した審査請求人に係る初回の定期病状

報告書については、本件精神医療審査会によって審査が行われ、令和４年

11 



 

 

 

 

  

 

  

 

  

   

 

   

 

  

  

 

  

  

    

 

３月２３日付けで、「現在の入院形態での入院が適当と認められる」との

判断がされている。 

⑸ このように、審査請求人については、本件処分の開始時から継続して入

院が必要な状態が続いていると判定されており、本件処分を終了すること

ができる状態にあったとは認められない。 

⑹ 以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は見当たらず、本件審査請

求は理由がないから棄却すべきであると考える。

２ 令和４年６月１７日付けの審査庁の事務連絡

追加提出した資料によれば、審査請求人は本件諮問の時点においても入院の

必要な状態が続いているから、諮問説明書において述べた本件審査請求は棄

却すべきであるとの考えは維持する。

３ 審理員意見書

審理員意見書は、上記１と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は理由

がないから棄却すべきであるとしている。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

一件記録によれば、本件審査請求から本件諮問に至るまでの各手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件処分の開始までの手続について

ア まず、本件処分の基となった本件入院決定が妥当であったか否かについ

て検討する。

精神保健福祉法２９条１項の規定に基づく入院決定は、精神保健福祉

法２７条１項の規定による診察を受けた者について、「精神障害者であり、

かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身

を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」という事由（以下「措置入

院事由」という。）があると認めることについて二人以上の指定医の診察

の結果が一致した場合でなければ、してはならないとされ、措置入院事由

の有無の判定は、本件判定基準に従って行わなければならないとされてい

る（上記第１の１の⑶及び⑷）。そして、当該判定は、本件判定基準の第

１の「表に示した病状又は状態像」により、自傷行為又は他害行為を引き

起こすおそれがあると認めた場合にするものとされ、自傷行為又は他害行

為のおそれの認定に当たっては、当該者の既往歴、現病歴及びこれらに関
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連する事実行為等を考慮するものとされ（上記第１の１の⑶）、上記の表

の「病状又は状態像」欄には、「幻覚妄想状態」、「精神運動興奮状態」

等が掲げられている。

また、指定医の診察は、本件様式通知が定める「措置入院に関する診

断書」（様式２１）に記入をすることによって行うものとされている（上

記第１の１の⑵のウ）。

そこで、本件において審査請求人を診察した二人の指定医が作成した

各「措置入院に関する診断書」について検討すると、いずれも、上記様式

２１により作成されており、その記載内容は、以下のとおりである。 

(ｱ) 指定医（Ｈ）が作成した「措置入院に関する診断書」

「病名」欄には、主たる精神障害として「妄想性障害」と記載され、

「現在の精神症状」として「妄想、多弁、高揚気分、易怒性・被刺激性

亢進」が、「現在の状態像」として「幻覚妄想状態」が、「重大な問題

行動（今後おそれある問題行動）」として「脅迫、器物損壊、家宅侵入」

が指摘され、「診察時の特記事項」欄には、「主として隣家に対しての

被害妄想が顕著であるが 隣家だけでなく近所の人にまで被害的念慮と

妄想は拡大してきている この状況下であれば 他害の恐れは十分予測

されるので 措置症状に該当し 措置入院の上 治療が必要と思われる」

と記載されている。そして、以上の結果として、「医学的総合判断」は、

「要措置」とされている。 

(ｲ) 指定医（Ｉ）が作成した「措置入院に関する診断書」

「病名」欄には、主たる精神障害として「妄想性障害」と記載され、

「現在の精神症状」として「妄想、高揚気分、焦燥・激越、易怒性・被

刺激性亢進、衝動行為、興奮」が、「問題行動等」として「暴言」が、

「現在の状態像」として「幻覚妄想状態、精神運動興奮状態」が、「重

大な問題行動（今後おそれある問題行動）」として「傷害、暴行、脅迫、

家宅侵入」が指摘され、「診察時の特記事項」欄には、「隣人から嫌が

らせを受けているといった被害妄想があり、それに影響され、隣人にお

しかける、口論する等の行動あり、「殺したい」と思う時もある等の他

害も認る。妄想に行動が影響を受けており、他害のおそれが著しくある

ため措置を要する。」と記載されている。そして、以上の結果として、

「医学的総合判断」は、「要措置」とされている。

以上によれば、審査請求人の診察を行った二人の指定医は、いずれも、
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本件判定基準に従って、審査請求人について措置入院事由があると判定し

たことが認められる。

したがって、この指定医の一致した判定を受けてされた本件入院決定

は、精神保健福祉法２９条１項及び２項の規定に従ったものであり、妥当

であったと認められる。

イ 次に、本件処分が開始されるまでのその他の手続についても検討する

と、いずれの手続も、上記第１の２の ⑴から⑷までのとおり、関係する精

神保健福祉法の規定及び本件移送基準の定めに従って行われたことが認め

られる。

ウ 上記ア及びイで検討したところによれば、本件処分が開始されるまで

の手続については、違法又は不当な点は認められない。 

⑵ 本件処分の継続について

ア 入院後３か月（令和４年２月末）時点での審査請求人の病状について 

(ｱ) 入院開始時点から入院後３か月時点までの診療録及び看護記録によれ

ば、審査請求人は、令和３年１１月９日（入院日）、現状理解に乏し

く、入院の不当性を訴えたほか、妄想症状に影響されて、さい疑的・

易怒的となって、衝動言動等が見られたため、隔離処遇となったこと、

同月１２日、病識は薄いが、攻撃性はなく、被害思考は内在にとどま

っており、隔離事由がほぼ消滅したと判断とされ、隔離処遇が解除と

なったこと、同月１５日、暴言暴力などはなく、疎通は良好であるが、

入院の原因となった出来事について確認すると、「全部嘘なわけ！隣

の人間がおかしい」と憤慨し、事実ではないと訴えたこと、同月２２

日、「隣人が、嘘の１１０番をしたのです。自分を家から、追出すた

めなのです。」、「入院すべきは、隣人だ。」などと発言し、病識欠

如及び病状転嫁と診断されたほか、「被害妄想」という説明を受け入

れず、現時点では、ほとんど病識がないと診断されたこと、同月３０

日、入院生活はトラブルなく過ごしているが、入院の原因となった出

来事に触れると、激怒し、自分の無実を訴えることは変わらず、自分

の主張が全て正しいと確信している状態であると診断されたこと、同

年１２月１０日、退院等の請求について、本件精神医療審査会の面接

（事情聴取）を受けたこと、同月１６日、入院の不当性の訴えは続い

ているが、執ようさや焦燥感が高まることなく経過していると診断さ

れたこと、令和４年１月１３日、隣人に対する被害的思考は、確信的
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で、変化はないが、入院時のように、自らの無実を声高に訴えること

はなくなっていると診断されたこと、同月２５日、「近隣住民は、自

分を嵌めようとした。主治医は、不当入院の謝罪として、精神安定薬

を処方している！なので、拒薬はしない。」との主張を繰り返してい

て、現在に至るも、自己の病状を正しく認識することができないと診

断されたこと、同年２月１３日、病識は乏しく、入院の必要性に関し

ては理解が得られていない状態であり、妄想に関しては確固たるもの

があり、修正が困難であるが、入院生活は明らかな逸脱言動がなく経

過していると診断されたこと、同月２５日、妄想は内在しているが、

表出することはなく、内服や治療は拒否なく続いていると診断された

ことが認められる。 

(ｲ) 審査請求人がした退院等の請求について、本件精神医療審査会が令和

３年１２月２２日に行った審査の結果は、「引き続き現在の入院形態で

の入院が適当と認められます」であり、その理由は、「あなたの病状は

やや改善されていますが、まだ、不十分で、入院治療を受ける必要があ

ると認めます。」であった（上記第１の２の ⑹）。 

(ｳ) 本件病院の管理者は、処分庁に対し、令和４年２月９日付けの「措置

入院者の定期病状報告書」を提出して、審査請求人に係る初回の定期病

状報告（その報告に係る診察日：同年１月２５日）をした（上記第１の

２の⑻）。この報告書は、本件様式通知が定める「措置入院者の定期病

状報告書」（様式１８）によって作成されているところ、その内容は、

以下のとおりである。 

① 「病名」欄には「（主たる精神障害）妄想性障害」と、「過去６か

月間（措置入院後３か月の場合は３か月間）の治療の内容とその結果」

欄には「向精神薬による薬物療法、個人精神療法、心理教育等を実施

しているが、隣家に対する被害的思考は持続しており、隣家や警察が

自分に対して「嘘をついている」と訴えている。今回の措置入院に対

しても不当だと強く感じており、入院前の行動について振り返りが難

しい。このため、自傷他害の恐れが認められるため、措置入院の継続

が必要である。」と記載されている。 

② 「重大な問題行動（今後おそれある問題行動）」として「傷害、暴

行、脅迫」が、「現在の精神症状」として「妄想、易怒性・被刺激性

亢進、興奮」が、「現在の状態像」として「幻覚妄想状態、精神運動
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興奮状態」が指摘されている。 

③ 「診察時の特記事項」欄には、「「近隣住民は、自分を嵌めようと

した。主治医は、不当入院の謝罪として、精神安定薬を処方している。

なので、拒薬はしない。」との主張を繰返しており、自己の病状を正

しく認識する事は出来ない。」と記載されている。

この報告書について審査を行った本件精神医療審査会の意見（令和４

年３月２３日付け）は、「現在の入院形態での入院が適当と認められる」

であった（上記第１の２の⑽）。 

(ｴ) 以上によれば、審査請求人は、入院後３か月（令和４年２月末）時点

においても措置入院事由が継続していたと認められる。

イ 本件諮問（令和４年６月８日）の時点での審査請求人の病状について 

(ｱ) 入院後４か月（令和４年３月）時点から本件諮問（同年６月８日）

の時点までの診療録及び看護記録によれば、審査請求人は、同年３月１

日、病棟内では逸脱行動がないが、隣人とはトラブルがなかったとの認

識で、入院の不当性を訴えており、隣人に対しての被害妄想は根強いと

診断されたこと、同月１５日、隣人への妄想は残存しているが、病棟内

で新たな妄想対象が出現することはなく、病棟ルールを守り、逸脱なく

過ごしている（ただし、同月６日頃から、足の震えやじっとしていられ

ないとの訴えがあり、客観的にも常に足踏みしている状態である。）と

診断されたこと、同月１７日、「外部刺激を遮断、諸検査施行、精神症

状の要因を検索し、向精神薬による薬物療法、個人精神療法、心理教育

等、チーム医療を展開する」という治療計画を立て、実施中であるが、

病状の十分な改善はされていないと診断されたこと、同月３１日、精神

面で大きな変化はなく、病識がないまま経過し、入院時の出来事は否定

され、修正は困難であると診断されたこと、同年４月１９日、問題は、

病識のなさと退院後の隣人への危害の再発のおそれの二つであると診断

されたこと、同月２６日、病棟内では穏やかで、逸脱行動はないが、

「近隣住民は、自分を嵌めようとした。主治医は、不当入院の謝罪とし

て、精神安定薬を処方している。なので、拒薬はしない。」、「隣人は、

嘘をついている。棒を振ったりしていない！」との主張を繰り返してお

り、自己の病状を正しく認識することができないと診断されたこと、同

年５月１７日、妄想性障害という診断を受け入れることができず、病識

は欠如しており、自分が隣人にした行動を全て否定している（入院の長
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期化による拘禁反応もある。）と診断されたこと、同年６月７日、「な

んっにも悪いことしてないのに、嘘を真実にされて、嘘を正当化されと

るのに。俺はなんにもしてないのに。隣の人が精神病なのに！」と発言

し、入院自体の不当性を訴えていると診断されたことが認められる。 

(ｲ) 処分庁が令和４年３月１日に行った審査請求人に対する入院後３か月

診察（実地診察）の結果は、「引き続き現在の入院形態での入院が必要

と認める。」との判定であった（上記第１の２の⑼）。

実地診察の際に作成された「精神科病院在院患者実地審査票」には、

「主な精神障害」は「妄想性障害」と診断され、「最近の症状」欄には

「現在も入院当初の隣家の住人からの被害関係妄想は続いている イラ

イラ感 抑うつ気分 自殺念慮（？）もありそう 睡眠障害 妄想に対

しての病識は全くない」と、「指定医の診断」欄には「他害はみられな

いが 軽い自殺念慮がみられるので 慎重に経過みる必要あり 妄想に

対する病識は全くみられない 改善されていない為 治療の継続は必要

上記のため 引き続き措置入院での治療、継続が必要」と記載されてい

る。 

(ｳ) 本件病院の管理者は、処分庁に対し、令和４年５月９日付けの「措置

入院者の定期病状報告書」を提出して、審査請求人に係る２回目の定

期病状報告（その報告に係る診察日：同年４月２６日）をした（上記

第１の２の⑾）。この報告書も、本件様式通知が定める「措置入院者

の定期病状報告書」（様式１８）によって作成されているところ、そ

の内容は、以下のとおりである。 

① 「病名」欄には「（主たる精神障害）妄想性障害」と、「過去６か

月間（措置入院後３か月の場合は３か月間）の治療の内容とその結果」

欄には「向精神薬による薬物療法、個人精神療法、心理教育等を実施

しているが、隣家に対する被害的思考は持続しており、隣家や警察が

自分に対して「嘘をついている」と訴えている。今回の措置入院に対

しても不当だと強く感じており、入院前の行動について振り返りが難

しい。このため、自傷他害の恐れが認められるため、措置入院の継続

が必要である。」と記載されている。 

② 「重大な問題行動（今後おそれある問題行動）」として「傷害、暴

行、脅迫」が、「現在の精神症状」として「妄想、易怒性・被刺激性

亢進、興奮」が、「現在の状態像」として「幻覚妄想状態、精神運動
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興奮状態」が指摘されている。 

③ 「診察時の特記事項」欄には、「「近隣住民は、自分を嵌めようと

した。主治医は、不当入院の謝罪として、精神安定薬を処方している。

なので、拒薬はしない。」、「隣人は、噓をついている。棒を持った

りしていない！」との主張を繰返しており、自己の病状を正しく認識

する事は出来ない。」と記載されている。 

(ｴ) 以上によれば、審査請求人は、本件諮問（令和４年６月８日）の時点

においても措置入院事由が継続していたと認められる。

ウ 本件答申の時点での審査請求人の病状について

上記ア及びイで検討したところによれば、審査請求人については、本

件処分の開始時点から本件諮問の時点まで措置入院事由が継続していたと

認められる。そして、審査請求人の本件諮問の時点における病状（病状が

十分に改善しておらず、病識の欠如と隣人に対する被害的思考が継続して

いること）を踏まえるならば、審査請求人については、本件答申の時点に

おいても措置入院事由が継続していると考えられる。

したがって、処分庁が審査請求人について本件処分を継続していること

に違法又は不当な点があるとはいえない。

３ 付言

精神保健福祉法２９条１項の規定に基づく入院措置の処分を対象とする審

査請求事件においては、当該処分は、継続的事実行為であるから、審査庁は、

諮問に当たり、諮問時において当該処分を継続していることの適法性及び妥

当性を判断する必要があり（当審査会の令和３年度答申第６号及び第２０号

参照）、そのためには、諮問時までの審査請求人の病状に関する資料を十分

に調査検討する必要がある。

これを本件についてみると、審査庁は、本件諮問に当たり、当審査会に対

し、審査請求人の病状に関する資料（本件病院への入院後のもの）として、

処分庁が審理員に提出した資料である①実地診察の結果、②初回の定期病状

報告についての本件精神医療審査会の意見並びに③診療録及び看護記録（本

件病院への入院日（令和３年１１月９日）から令和４年３月１５日までの分）

のみを提出し、以下の資料を提出しなかった。しかし、以下の資料は、審査

請求人の病状を検討するのに必要な資料であり、審査庁としては、処分庁に

対し、これらの資料の提出を求めるべきであったにもかかわらず、その提出

を求めていないから、審査庁による審査請求人の病状に関する調査検討は、
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甚だ不十分なものであったといわざるを得ない。

ア 初回の定期病状報告に係る報告書

初回の定期病状報告については、これを審査した本件精神医療審査会の

意見は提出されているものの、その審査の対象となった初回の定期病状報

告に係る報告書自体が提出されていない。

イ 診療録及び看護記録（令和４年３月１６日以降の分）

診療録及び看護記録については、令和４年６月８日に本件諮問がされて

いるにもかかわらず、同年３月１５日までの分しか提出されていない。

ウ 退院等の請求及びその請求についての本件精神医療審査会の審査の結果

に係る資料

処分庁が提出した診療録及び看護記録の中に、審査請求人が退院等の請

求をし、その請求について本件精神医療審査会が審査をしたことが記載さ

れているにもかかわらず、退院等の請求及びその請求についての本件精神

医療審査会の審査の結果に係る資料が提出されていない。

エ ２回目の定期病状報告に係る報告書

定期病状報告は、入院年月日から起算して６か月を経過するまでの間は、

３か月ごとの各月に行わなければならないとされている（上記第１の１の 

⑺）から、入院年月日が令和３年１１月９日である本件では、諮問時にお

いて、既に２回目の定期病状報告が行われていた（上記第１の２の⑾）に

もかかわらず、２回目の定期病状報告に係る報告書が提出されていない。

そこで、当審査会は、審査庁に対し、上記アからエまでの資料を追加提出

するよう求めるとともに、これらの資料を検討した結果に基づき、本件諮問

の時点において審査請求人の入院を継続していることの適法性及び妥当性に

ついての審査庁の判断を補充するよう求めなければならず（上記第１の２の

⒀）、審査庁からこれらの資料の追加提出と判断の補充がされる（上記第１

の２の⒁）までの間、本件の調査審議の手続を進めることができなかった。

審査庁における調査検討がこのように不十分なものになったのは、審理員

が処分庁の弁明書と処分庁が提出した資料のみに依存した調査検討をしたこ

と及び審査庁が審理員による調査検討の不十分さを看過したことに原因があ

ると考えられる。審理員及び審査庁においては、このような調査検討の在り

方を見直す必要がある。

４ まとめ

以上によれば、本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の
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判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第１部会

委 員 原 優

委 員 野 口 貴 公 美

委 員 村 田 珠 美
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